反社会的勢力の排除に関する覚書

[bookmark: _GoBack]株式会社トゥエンティーフォーセブン（以下、「甲」という）と株式会社　　　　　　　（以下、「乙」という）は、政府が公表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、甲乙間における全ての取引及び契約について以下の通り覚書を締結する。

第１条（反社会的勢力との取引排除）
１　甲及び乙は、下記の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
①暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」という）であること。
②役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
③反社会的勢力を利用、関係していること。
２　甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して下記の各号いずれの行為も行わないことを表明し、保証する。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。

第２条（再委託）
１　甲及び乙は、再委託先（再々委託、再々々委託等それ以降に再委託する場合も含む）について、次の各号のとおりであることを表明し、保証する。
①再委託先が反社会的勢力ではなく、今後もそのようなことはないことを表明し、保証すること。
②再委託先が第１条第１項各号に定める事項に該当しないことを表明し、保証すること。
③再委託先が自ら又は第三者を利用して第１条第２項各号に定める行為のいずれも行わないことを表明し、保証すること。
２　甲及び乙は、前項に違反することとなった場合、直ちに再委託先企業との間の契約を解除し、又は解除のための措置をとるものとする。

第３条（解除）
１　甲及び乙は、相手方が前二条のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、相手側に対して何らの通知、催告をすることなく、全ての取引及び契約を解除することができる。
２　前項に基づき取引及び契約の全部又は一部を解除された場合、解除側は当該解除を理由とする一切の損害賠償義務を負担しないものとする。

この覚書の成立を証するために本書を２通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。

 　年　 月　 日
（甲）



（乙） 
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